
五　管　区　水　路　通　報

第　1　号

第   5項   　四国南岸　−　高知港　　灯付浮標交換作業終了
第   4項   　阪神港　−　大阪区、第5区　　灯台一時変更
第   3項   　瀬戸内海　−　東播磨港東方　　灯台一時変更
第   2項   　本州南岸　−　潮岬西南西方　　射撃訓練
第   1項   　紀伊水道　−　和歌山下津港、下津区　　灯台一時変更

  ２０２６年５項      四国南岸　−　高知港　　灯付浮標交換作業終了
　五管区水路通報7年46号391項関連,49号419項削除
　鏡川河口の丸山台付近における灯付浮標の交換作業は終了した。
　位　置　　33-33-05N  133-33-44E 付近
　海　図　　Ｗ１１０
　出　所　　高知港長

            

  ２０２６年４項      阪神港　−　大阪区、第5区　　灯台一時変更
　大阪南港沖防波堤灯台(灯台表第1巻3580)(34-36.7N　135-25.2E)は改修工事に伴い灯塔が
　灰色のシートに覆われる。
　期　間　　令和8年1月20日〜3月31日
　海　図　　Ｗ１１４６−Ｗ１２３



　出　所　　五本部交通部

            

  ２０２６年３項      瀬戸内海　−　東播磨港東方　　灯台一時変更
　江井ヶ島港西防波堤灯台(灯台表第1巻3830)(34-40.4N　134-54.6E)は改修工事に伴い灯塔が
　灰色のシートに覆われる。
　期　間　　令和8年1月下旬〜3月下旬
　海　図　　Ｗ１３１−Ｗ１５０Ａ−Ｗ１５０Ｂ−Ｗ１０６(ＪＰ共)−Ｗ１００Ａ
　出　所　　五本部交通部

            

  ２０２６年２項      本州南岸　−　潮岬西南西方　　射撃訓練
　潮岬西南西方において、巡視船及び航空機による射撃訓練が実施される。
　期　間　　令和8年1月10日　0900〜2400
　区　域　　33-19.2N  135-19.1Eを中心とする半径5海里の円内
　備　考　　国際信号旗「ＵＹ」及び「ＮＥ４」旗を掲揚
　　　　　　紅色閃光灯を点灯
　海　図　　Ｗ７７(ＪＰ共)



　出　所　　三本部警備救難部

            

  ２０２６年１項      紀伊水道　−　和歌山下津港、下津区　　灯台一時変更
　下津大崎浦防波堤灯台(灯台表第1巻3330)(34-07.8N　135-07.9E)は改修工事に伴い灯塔が
　灰色のシートに覆われる。
　期　間　　令和8年1月20日〜3月下旬
　海　図　　Ｗ１１４４−Ｗ１１４３−Ｗ１５０Ｃ−Ｗ１０６(ＪＰ共)−Ｗ７７(ＪＰ共)
　出　所　　五本部交通部

            


